
５　生活衛生関係施設等－（３）食品衛生関係施設数
　

改正前食品衛生法 第52条に規定する営業

旅館・ホテル 一般飲食店 すし屋 そば屋 仕出し屋 弁当屋 そうざい店 菓子製造業 食肉販売業 魚介類販売業 豆腐製造業

792 52,647 1,753 1,608 750 2,583 2,860 8,939 2,652 2,291 114
537 44,821 1,469 1,332 587 2,004 2,364 6,988 2,188 1,933 84
94 7,659 280 272 160 558 477 1,886 446 335 30

78 7,539 276 265 159 549 472 1,846 435 325 30

17 1,440 51 57 34 119 78 323 100 54 4

立川市 12 552 13 20 7 37 19 111 32 14 1
昭島市 2 204 11 4 7 14 10 35 14 9 1
国分寺市 1 284 10 8 3 23 10 60 15 12 1
国立市 1 168 6 6 6 17 13 59 13 7  -
東大和市 1 129 3 11 5 17 18 31 15 7  -

武蔵村山市  - 103 8 8 6 11 8 27 11 5 1

改正後食品衛生法 第55条 または 第57条に規定する営業 令和７年３月31日現在

一般飲食店 菓子製造業 食肉販売業
食肉販売業

（包装）
魚介類販売業

魚介類販売業
（包装）

豆腐製造業

108,670 8,597 2,048 2,933 1,918 2,245 194
89,659 6,304 1,535 2,263 1,387 1,734 127
18,419 2,200 483 660 494 505 65

18,103 2,137 473 644 487 492 63

3,452 333 79 132 88 104 4

立川市 1,421 87 28 54 32 41 2
昭島市 517 58 14 23 18 20 1
国分寺市 602 59 8 15 9 10  -
国立市 374 76 6 17 12 15  -
東大和市 304 28 11 8 8 7 1

武蔵村山市 234 25 12 15 9 11  -

注釈：　１　令和３年６月１日に改正食品衛生法が施行された。

２　改正食品衛生法施行の前後ともに、営業の種類のうち一部を抜粋しているため、合計は、下記資料の総数とは一致しない。
３　改正食品衛生法施行の前後で業種名が同一であっても、営業内容は必ずしも一致しない。

資料： 「福祉・衛生 統計年報（令和６年度）」東京都福祉局・保健医療局総務部総務課

令和７年３月31日現在

区分

東京都
区部
多摩地域（市郡部）

北多摩西部

市部

区分

東京都
区部
多摩地域（市郡部）

市部

北多摩西部

-41-


